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0健康保険法等の一部を改正する法律（8 6)

0一般職め職員の給与に 関 する法律の一部を改

(;:1:) 
12・16

報 第 17 7 号

正する法律（8 8) 12・21

0特別職の職員の 給与に関 する法律の一部を改

正する法律（89) 12・21

省 令
0文部省の所管に属する不動産及び 船舶に関 す

る権利の登記嘱託職員を指定 する省令の一部

を改正する省令（文部 1) 1 ・14

規 則

0現行の法律， 命令及び 規Qljの廃止の一部 を改

正する規則（人 事院1- 4 )  12・21

0俸給等の支給の 一部を改正する規則（同9-

7) 12・21

0初任給， 昇格， 昇給等の基準の 一部を改正す

る規則1]（同9 - 8 )  12・21

0宿日直手当の一部を改正する規則（同9 -1 5) 12・21

0通勤手当の一部を改正する規則（同9 -24) 12・21

0特殊勤務手当の 一部を改正する規則（同9ー

30) 12・21

0初任給調整手当の一部を改正する規則（同9

-34) 12・21

0住居手当の一部を改正する規則（同9 -54) 12・21

0教職調整額の支給方法等の一部を改正する規

則（同9 -57) 12・21

0義務教育等教員特別手当の一部を改正する規

員1]（同9 -68) 12・21

0最高号俸等を受ける職員の俸給の 切替えに関

する規則（同9ー7 1) 12・21

0女子教育職員等の育児休業の一部を改正する

規則（同11 7 ) 12・21

0宿日直勤務の一部を改正する規則（同15- 9 ) 12・21

0俸給の特別調整額の一部を改正する規則（同

9 -17) 1 ・25

告 示

0文部省共済組合運営規則の一部を改正する件

（文部 204) 12・28
0昭和53年度科学研究費補助金（奨励研究（ B)) 

の研究計 画調書の提出期間を定める件（同 2) 1 ・11

学 内 規 則

富山大学職員健康安全管理規則の一部改正

富山 大学職員健康安全管理規則の一部を改正する規則を次のとおり制定 する。

昭和53年1 月27日
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昭和52年 12月・ 53年 1月号 学 報 第17 7 号

富山大学職員健康安全管理規則の一部を改正する規則

富山大学職員健康安全管 理 規則（ 昭和 51年1 0月 1 日制定） の一 部を次のように 改正する。

別表第1中

「 ｜ 文 理 学 部

「 I 人文学部・
l 理 学 部

薬 学 部

薬 学 部

事務長 庶務係長 事務長 会計係長

事務長 庶務係長 事務長 会計係長

文 理 学 部

人文学 部・
理 学 部
薬 学 部

を

事務長 庶務係 長 事務長 用 度係長

事務長 総務係長 事務長 総務係長 薬 学 部

old

－－J
IIJ

 

を

己文める。

附 則

こ の規則は． 昭和53年 1月27日から地行し， 昭和52年4 月 1日から適用する。 ただし， �JJ表第1の 人文学 部 ・

理学部に係る改正に ついては， 昭和 52年5 月2日から適用 する。

富山大学事務組織規則の一部改正

富山大学事務組織規則の一部を改正する規則を次のと おり 制定する。
昭和53年l月27日

富山大学長 林 勝次

富山大学事務組織規則の一部を改正する規則

富山大学事務組織規則（ 昭和39年 1月l日制定）の一部を次のように 改正する。

第3 条第 1項中「 各学部jを「教育学部， 経 済 学部， 薬学部， 工学部」に 改め， 同 条第2項を第3項とし，｜司

項中「学部 附属の学校， 教育研究 施設Jを「教育学部附属の学校」 に改め， 第l項の次 に次の l項を加える。
2 人文学部 及び 理 ！学 部の 事務を併せて処理 するために 事務 部（ 以下「 人文学部・理 学 部 事務 部jという。）を

遣し
第4 条中「分掌きせる」 を「分掌する」 に ， 「第2項」 を「 第 3項」に 改める。

第5 条第1 0号中「科学研究費jを「科学研究費補助金」に 改める。

第6 条第2号中「職員の給与 jを「職員の給与 等Jに改める。
第8 条第1 0号中「科学研究費の経理」 を「科学研究費補助金の出納Jに 改める。
第1 0 条中第3 号を削リ， 第4 号を第3 号とし， 以下順次 l号ずつ繰り一上げる。

第11 条第3 号中「 授業料等」を「入学料・ 授業料等j に 改める。
第12条中「 各学部 及び 教養部の事務部」 を「教育学 部 ，経消学 部， 薬学 部， 工学 部， 教養 部の事務 部並び に 人

文学 部・ 理 学 部 事務 部Jに改め， 第16号を第1 7号とし， 以下l順次 1 号ずつ繰り下げ第15号の次 に 次のl号を加え
る。

(16）科学研究費補助金の経理 に関すること3

第12条の 2 及び 第1 3条中「第17号jを「第1 8号」に 改め， 第1 3条ただし書中「第16 号」を「第16号 及び 第17号J
に改める。

附 員lj

1 この規則は， 昭和53年 1月27日から施行する。 ただし， 人文学 部 及び 理 学 部 に係る改正規定は， 昭和52年5
月2日から適用 する。

2 文理 学 部が存続する問， その事務は 人文学 部 ・理学 部 事務 部が処 理 する。

富山大学文書処理規則の一部改正

富山大学文書処 理規則の一 部を改正する規則を次のと おり 制定する。

昭和53年 l月27日

富山大学長 林 勝次
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報 第1 7 7号

号

号

号

号

号
号

文理 学部庶務 係所管のも の
文理 学部 会 計係 所管のも の

文理 学部学 務 係所管のも のJ

文理 学部庶務 関係所管のも の

文理 学部経理 関係所管のも の

文理 学部学 務 関係所管のも の

人 文学部庶務 関係所管のも の
人 文学部経 理関係所管のも の
人 文学部学務 関係所管 のも の 」

薬 学部庶務 係所管のも の

薬 学部 会 計 係所管のも の

薬 学部学 務 係所管のも の 」

理学部庶務 関係所管のも の

埋 学部経 理関係所管のも の

理 学部学 務 関係所管のも の
に 改 める

薬 学部総務 係（庶務 関係）所管のもの

薬 学部総務 係（会 計関係 ）所管のも の

薬 学部学務 係所管のも の

を

を

学

富山大学文書処理規則の一部を改正する規則

富山大 学 文書処理 規則（昭和24年12月2 日制定）の 一部を次の よう に改正 する。
こ の 規則中「 すみやか に」 を「速やか にjに改める。

別表 中

「富大 文庶第

富大文会 第

富大 文学第

「富大 文庶第

富大 文経 第

富大 文学第

富大 人 文庶第

富大人 文経 第

富大 人 文学第

「富大薬庶第

富大 薬 会 第

富大薬学第

「富大 理庶第

富大埋 経 第

富大 理学第

富大 薬庶第

富大薬 会 第

寓大 薬学第

号
Eヨ
モ7

号

号

号

号

号
号

号

号

号
号

昭和52年 12月・ 53年 1月号

員IJ附

この規則は， 昭和53iド1月2 7日から施行 する。 ただし． 改正後の別表 中． 薬学部 につい ては昭和52 年4 月1日
人 文学 部及び:fl!!.学部 につい ては 昭和52年5 月2 日か ら適用 する。から．

富山大学公印管理規則の一部改正

富山大 学公印管 理規則 の 一部を改正 する規則 を次のとおり制定 する。

昭和5 3年 1月2 7日

勝次キ本富山大 学 長

富山大学公印管理規則の一部を改正する規則

富山大 学公印管 理規則（昭和48年3月13日制定）の一部を次の よう に改正 する。

別表第 1 中

を長係務庶長務事2 8  富 山大 学 文理学部の印文理学部

富 山大 学 文理学部の印 28 人 文
部
学

事
部

務
・ 理 人 文学部

務
・理文理学部 学 長学部庶係長

富 山大 学 人 文学部の印 2 8  人
学

文
部
学

事
部
務

・
学

人 文
部庶
学部

務係
・理長人 文学部 理 長

を長係務庶長手主事2 8  富山大 学経 済 学部の印経 済学部
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昭和 52年12月・53年1 月号 学

経済学部

理 学 部

別表 第 2 中
「i
「l

文 理学部｜

文 理学部

人文学部

経済学部

経済学部

理 学 部

附 則

富山 大 学 経 済 学 部 の印

富 山 大 学 理学部 の 印

富山大学長の印
富山大学長の印

富富山山大大学学 文文 理理学学部部長事務の長印の印

富山大学 文 理学部長の印

事
富富務

山山大大長
学学の印

人人
文文学学部部長・理の 学印部

富山 大学経済学部長の印富山 大学経済学部 事務長の印

富富山大学経済学学部部長の印山大学経済 事務長の印

富山大学 理学部長の印

報

28 事 務 長 庶務係長

28 理人 学文 部学事部務 長・ 学人 文部学庶部務係・理
長

I 22 I II II 

I 2 3  I II II 

30 事 務 長 庶務係長20 II II 

30 人 文学 部 ・理 人 文学 部・理
学 部 事務 長 学 部 庶務係長

30 理人 学文 部学事部務長 学人部 文庶学務 部係・理長20 II II 

30 I 事 務 長｜ 庶務係長20 I II I II 

30 事 手袋 長 庶務係長20 II II 

30 学人 文部 学事部務 ・理
長

人 文庶学部・理学 部 務係長

この規則は，昭和 53年1 月27日から施行し，昭和 52年 5月2 日から適用 する。

富山大学受託研究取扱規則の一部改正

富山大学受託研究取扱規則 の 一部を改正 する 規則を 次 の とおり制定 する 。
昭和 53年1 月9 日

第177号

に改める。

｜調」を
関J’

を

を

に改める。

富山大学長林 勝次
富山大学受託研究取扱規則の一部を改正する規則

富山大学受託研究取扱規則（昭和 45年 8月7 日制定 ） の一部を 次のように改正 する 。
この規則 中「行なう」を「行うJに，「およびJを「 及び」に，「 ま たはJを「又 は」に，「もしく は」を「若

しく は」に，「 ただちに」を「直ちにJに， 「かかる」を「係る」に， 「手続き」を「手続Jに，「行なわせる」
を「行わせるJに，「据付」を「 すえ付け」に改める 。

第 2 条 第 1項 中「 文 理学部， 教育学部，経済学部，jを「 人文学部，教育 学部，経済学部， 理学部，j に，同条
第 2項 中「各部局の長」を「各部局の長（経営短期 大学部に あっては，主事） Jに，それぞれ改める。

附 則

この規則は，昭和 53年1 月9 日から砲行し ， 昭和 52年 5月2 日から適用 する。
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第177号報品同寺一昭和52年 12月・ 53年1 月号

富山大学物品管理事務取扱細則の一部改正

富山大 学物品管 理 事 務 取扱細ftijの 一 部を改 正 する細則を次の とおり 制定 する 。

昭和53年 1月 18日

勝次

富山大学物品管理事務取扱細則の一部を改正する細則

富山大 学 物品管 理 事 務 取扱細目lj（昭和35年4 月22日制定）の 一部を次の ように改正 する。

この 細則中「取扱」 を「取扱いjに， 「ま たは」 を「 又はJに， 「 およびjを「 及びjに， 「 も しくはjを「若

しくは」に， 「 すみやかにjを「速やかにJに， 円｜継ぐ」 を円｜き継ぐJに， 「あたる」 を「当 たる」に， 「な

らび に」 を「並びに」に， 「 代 理 物品 出納官Jを「 物品 出納官代 理」 に， 「 代 理分任物品管 理 官」を「分任物品

管 理 官代 理」 に改め ， 「 部 局長を経て」 を削除 する。

第2 条第l項中「附属図書館Jの 次 に 「， 保健管 理センター」 を加える。
第5 条中「第2Jを「 日IJ表第2」 に改める。

第7 条に次の ただし書を加える。

ただし， 記号 及び番号の 標示を することができない 物品 又は標示を する必要がないと認められる 物品 につい
ては， 当該 物品の 記号 及び番号の 通知を省略 することができる。
第四条第 1項中「司｜｜令第1 1条第l項Jを「副11令第1 1条第 1項 及び第2項」 に，「委任するもの とする。 Jを「委

任し． 又は代 理 させることができる 。jに改める 。

第13条中「供用に関 する事 務 を委任し たときは， 」 を「供用に関 する事 務 を委任し，

に改める。
第15条の 2に次の ただし書を加える 。

ただい 部 局聞に おい て 物品管 理法施行令（昭和3 1年11月 10 日， 政令第339 号） 第43条第l項の 規定により

大 蔵大 臣が指定 する機械 及び器具以外の 物品 を管 理換し， 又は受ける場合は， 承認を得 たもの とし て省略 する

林

又は代 理させたときは， J

富山大 学長

ことができる9

第16条第I項中「 前条の 規定jを「第15条の 規定jに改め，

第20 条中「経理 部長jを「学長」に改める。
第28条中「分任物品管 理 官」 を「 物品管 理 官等Jに改める。

第30 条第 1項 及び同条第2項中「 部 局長 およびJを削除し， 同条第2項の 「その 報告書を添付し て学長に報告

しなければならない。」 を「関係法令等による報告書を作成し， 学長に提出しなければならなし、。」に改め． 同

項の 次 に 次の 1項を加える。

古IJ項の 場合に おいて， 分任物品管 理 官が報告書を提出 するときは， 物品 管理 官を経由しなければならない。

同条第2項を削除 する 。

I Jを
｜ 」lこ，
｜ 」 を
｜ 」 に，

具
類

器

類

実質
用

柄

両
動

車

率

運

運

R 

R 

細分類表中別表第2

「｜

「｜

「｜

「｜

3 

ロ
ロロ薬用

日討

勿セ＇7L 

用

研

動

育教

Li 

スぴ
使
い

ょ
に
を

お
用
品

究
習
物

研
笑
る ロ

ロロ

ロ
ロロ薬

薬

用究

用

石斤育

庁

教

セ

ス実
用、
つ

び
使
い

及
に
を

究
用
品

研
習

薬

育
験
す
。

育
実
る

教
験
す

教
実
用、
7

ロ
ロロ薬

"' 
ロロ薬用庁セ

ロ
ロロ薬

要員紙
類
用
類
具
材

紙
療
筒一
房
光

用
診
封
文
感

ソ
タ
チ
ツ
テ

使
も
し
い

の
い
損
を

期
な
き

の

長
え
は
も

h叶J
牛リ
二
、

’自
画
f
L

較
に
ま
す

比
用

の
や
う 者自
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第 1 7 7号

消耗品 を要員
数

重責

類

"' 
ロロ

券

百H
日目
冒H

畿大
開門
様大

品
習口問

報

物
回
類
類
用
実
用
品

刷
手
料

療
験
掃
用

印
切
燃
油
医
実
清
雑

ト
ナ
ユ
ヌ
ネ
ノ
ハ
ヒ

学昭和 52年 12月・ 53年 1 月号

。

使
も
や
う

の
い
し
い

期
な

損
を

長
え
き

の

的
耐
は
も

較
に

又
い

比
用
の
す

に 改める 。"' 
日開耗i肖ソ消耗品

別表第 3 の 1 及び別表第 3 の 2並びに別紙 第 1号様式 ないし別紙第 4号様式 ， 日lj紙第 7号様式 ないし別紙第

11号様式 ， 思I］紙第 13号様式 及び別紙第 14号様式を， それぞれ次のとおり 改める 。

別表第 3 の 1

分任物品管理官及び 分任物品管理官代理

分 任 物 品 管 理 官
代 理とす る 官 職

分 任 物 品 管 理
官と す る 官職 委任する 事務の範囲局音B

人 文学部・ 理学
部 事 務長 補 佐

人 文学部・理学
部 事 務長

部
部

学
学

文人
理

各 部 局に 属 す る 国
立学校 特別会員十 の
物 品に 関 す る 事務

（附属 図 書 館以外
の部 局にあっては ，
図 書を除〈。 ）

音日

音E

音日

昔日

学
，，，.，与寸」

= てt-

学

育

i斉奇主
薬

工

教

長局昔日長務事
音E養教

和 漢 薬 研 究 所

倉吉書図属附

経営短期 大学部

別表第 3 の 2

物品出納官及ぴ 物品出納官代理1 

物 品 出 納 官 代
理 と す る 官 職

官
職

納
官

出
るす

物
と 委任する 事 務の範囲

事 務 局
学 生 部

保健管 理センター

物品管理官に属する
物品の出納及び 保管

に関 する 事 務

局部

係度 長課理車圭長用

人 文学部・ 理学
部 経理係長

人 文学部・理学
部用 度係 長

部
昔日

学
学

文人
理 各部 局の分任物品管

理官に属する 物品の音E,w. 寸ー育
出納及ぴ 保管 に関 す長係務庶長係言十.6、Z三

教

る 事務部学i斉経

長係務学長係務総音B学薬
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工 学 音B

教 養 音日 � 、 目十 f系 長 府、 務 係 長

和 漢 薬 研 究 所

附 属 図 書 館 閲 覧 係 長
総 務 係 長

経営短期 大 学 部 学 務 係 長

2 分任物品出納官

局部 納
職一

長

出
官
一

品
る
一

係

物
す

一
入

任
と

一

分
官一

受附 属 図 書 館

分 掌 さ せ る 事 務 の 範 囲

附 属 図 書 館 に 属 す る 図 書 の
出 納 及 ぴ 保 管 に 関 す る 事 務

別紙様式 （ 省略）

附 則

この細則は， 昭和 53年1 月 1 8日から 施行し ， 昭和 52年4月 1 日から適用 する。 ただし，別表第Sのl及ぴ別表第
第3の 2の 人文学部 及び理 学部に係る改正については， 昭和 52年5月 20臼から適用 する 。

諸 AQ
冨 諸

昭和52年度第10回評論会(12月16日）

く報告事項コ

( 1 ) 新樹寮の経費負担区分（水道料） 問題について

( 2) 富山大学構内交通対策委員会について

〈審議事項〉

( 1）卒業式 ， 入学式について

( 2) 富山大学教育学部 教授会 規則の一部改正について

( 3）教養部 五項 目について

( 4）教官人事について

( 5 ) 教育専攻科の学生募集要項について

(6 ) 薬学部 及び和漢薬研究所の移行に伴う関係 図書の取
1及いについて

昭和52年度第11回評議会（ 1 月 20日）

ζ報告事項コ

( 1 ) 昭和 53年度国立学校特別会計予算内示について
く審議事項〉

( 1 ) 富山大学部 局長会議についての申合せについて
( 2) 富山大学事 故調査会 設置要項について

( 3) 富山大学附属図書館長候補者の選考について

( 4）教養部 五項 目について

( 5）教官人事について

人 事 異 動

発令年月 日 ｜ 氏 発令前の所属官職名

健
一
良

正
一
雅

俊
一
島

中一
能

句EA
｝

つ白
一
1

噌EA
一
，F

円L
一
戸b
一

異 動 内 容

技術補佐員（経理 部 主計課）

発 令者

富山大学長

1
 
1

 
1

 
1

 
F

 
II 
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52. 12. 1 I稲 場 豊 技術補佐員（経理 部 主計謀）
事務補佐員（教養部 ）
助教授（教養部 ）
助手（経済学部 ）
事務補佐員（ 庶務部 庶務 課）

富 山大学長
採用 II 鍛j台田 信 子 II 

52. 1 2. 1 6 1 桂 木 健次
s3. i i I油 井 雄 一

文部 大臣
富 山大学長

s3. i s I川 西 洋 子
｜附的｜ ｜ 任 用s3. 1 . 1 1  I中 村 明 子
l昇任Is2. 12. 1 I鎌 田 元 一｜講師（ 人文学部 ）

,, 

教諭（教育学部附属養護学校）（期間対.�� 21 ) I 富 山大学長
助教授（ 人 文学部 ） ｜文部 大臣

転任I 53. 1 . i I東 仙 博｜文部事r�土業高等専門学校）｜文部事務官（施設課）

II 鎌 田 元
講師（人文学部 ）
助教授（ II ) 

扇若葉（富 山医科薪ヰ大学薬学部附属薬用植物園）
講師（文理 学部 ）併任解除
助教授（ II ) 

教授（経営短期大学部）（期間53. l.l～54.12.31) 
経営短期 大学部 主事（ II 

長
一
臣
一
長
一
臣

ヨ
－
k
－
学

一
ーに

f
－
j
・’一
－
－j

大
一
”に
一
大
一
十

山
一
吉

一
山

一
吉

富
一
文
一
富
一
文

配置換I 53. 1 . 15 I吉 崎 正 雄｜助教授（和漢薬 研究所 ）
52. 12. 1 I鎌 田 元

併任I 53. 1 i 1 石 瀬 秀 治 ｜ 教授（経済学部 ）

II ｜ 石 瀬 秀 治I II ( II ) 
II 

II 

53. 1 . 15 I吉 崎 正 雄 ｜ 助耕受（富 山医科新斗大学｜薬学部附属薬草岡（ 期間53.1.15～53.3.31)
｜ ｜薬学部附属薬用植物園） ｜ 

52. 12. i I高 見 町 子｜事務補佐員（教養部 ） ｜辞職
II 

富山 大学長
辞職

II 柳 田 寿 美｜臨時用 務 員（ 学生課） II II 

退職I 52. 12. 29 I波 多 宣 子｜事務補佐員（教養部 ） 52. 12. 28限り退職 富 山大学長

補者 3 名の 中から投票によって行われた 。その 結果，ノj、森
典教養部 教授が選出された。任期は 昭和55年2月19日まで。

小森教授は ，昭和16年3 月東京帝国 大学文学部を卒業，
附属図書館長の改選 ｜ 同2 1年 8月富 山高等 学校講師，同24年6月富 山大学助教授，

植村元覚附属図書 館 長 の 任期が昭和53年2月19日で1前了 ｜ 同25年3 月文理 学部 助教授， 同42年4 月教養部 助教授， 同
するた め，次期館 長候補者の 選考が， 1 月20日開催の 評議 I 43年1 月同教授と なり今日に至ってい る。
会において，かねて附属図書 館 商議会から推薦のあづた 候 I 専攻は英文学 富 山県出身

学 内 諸 報

海 外 渡 航 者

氏 名 ｜ 所 属 ｜ 官 職戸間わ間 ｜ 渡 航 先 田

中 村 吋 養 部 ｜問｜…附｜町 共和国
｜ 目 的 医竺

中 国の 方言と 地域社会の 基礎構I 52 .12. 2 
造の 研究 ｜ 

学 位 取 得 者 学内レクリェーション

取 得 者 工学部 助手 坂井 徹
取 得 学 位 工 学博土（ 大阪 大学）
取得年月日 昭和52年12月 8日
学位論文名 気液接触反応過程の 速度論的解析

惨バドミントン大会

実施月日 1 2月10日（土） 13時
場 所 体育館
成 績 優 勝 経済・図書 ・短 大チーム

次 勝 工 学部 チーム
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昭和52年12月. 53年1 月号
砂文化部会教職員交歓芸術祭行事

。講話 茶の こころと 美

学 報 第177 号
10日 学内バドミントン 大会

茶の こころと処世， 茶道の 心得・歴史・鑑賞等
北陸4 大学 学生体育競 技連盟協議会（於 金沢

大学）
講 師 坂本正次郎
実施月日 12月 3 日（土） 13時
場 所 本部 会議室

職 員

〈新任者〉
事 務 局

文部 事 務官 東仙 博
事務補佐員 川西 洋子

経済学部

E力 手 油井 雄二

教育学部

助 教 授 桂木 健次

事務補佐員 鍛治田信子
〈住所変更〉
教育学部

E力 手 村上 宣寛

教 諭 中 川 忠雄
工 学 部

助 手 寺 山 清志
文部 事 務官 前馬 紫津
技能補佐員 荒井美智代

F付属図書館

受 入係 長 秋元 国男

消 息

主 要 日 誌

｜本 部｜
52年
12月 2 日 事務協議会

特別定 期健康診断
9 日 高等 学校と の 懇談会

53年

12日 富 山大学構内交通対策委員会
12～17日 昭和52年度国立 学校 技術職員研修会（於

国立 教育会館筑波分館）
16日 第1 0回評議会

第 4団施設整備委員会
22日 国立 大学協会 理 事 会（於 国立 大学協会会議室）

給与事務担当者打合せ会（於 国立 名古屋病院）
24～25日 昭和52年度共通 第一次 学力試験試行テスト
27日 高岡地域 大学の 誘致 第 1 回協議会（於 県民会

館）

1 月11日 国立大 学協会 理 事会（於 国立 大学協会会議室）
19日 昭和53年度国立 学校施設整備費にかか る重点 事

項及び新規 事 項の 説明聴取（於 名古屋工事 事 務
所）

20日 部 局長懇談会
第11回評議、会

25日 富 山県高等教育機関整備懇談会（於 東京）
会計事務担当者連絡協議会（於 金沢 大学）

27日 第 2 回高岡地域 大学設置協議会（於 商工会議
所）

30日 第 5岡事務協議会
31日 昭和52年度国立 大学 学生部長会議（於 虎ノ門

共済会館）

｜文理学部l
52年
12月13日 学部 補導委員会

17日 授 業終了
53年
1 月 9 日 綬業開始

52年
12月14日 教授 会

17日 カリキュラム委員会
21日 真率会役員会

53年
1 月17日 カリキュラム委員会
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昭和52年12月・53年1 月号 学
1 8日 教授会
25日 紀委委員会

27日 会計事務内部 民査

31日 カljキュラム委員会

52年

12月2 日 教務・補導合同委員会
6 日 紀要編集委員会
7 日 教務委員会

教授会

人事教授会
9 日 学部図書委員会
14日 附属学校運営委員会

16日 教育実習運営協議会

紀要編集委員会

19日 附属幼稚園第二学期終業式
21日 人事教授会

紀要編集委員会
22日 附属小学校第二学期終業式

附属中学校第二学期終業式

24日 附属養議学校第二学期終業式

26日 学部長・ 技術科懇談会

53年

1 月9 日 授業開始
附属中学校第三学期始業式

10日 附属養護学校第三学期始業式
11日 予算委員会
12日 紀要編集委員会

13日 附属小学校第三学期始業式

附属幼稚園第三学期始業式

1 8日 教務委員会

教授会

人事教授会

20日 会計事務内 部 監査

21～22日 昭和 52年度教員養成課程合宿研修（於 国
立能登青 年の家）

21～28日 昭和53年度附属学園入学願書受付

23日 教務委員会

紀要編集委員会

24日 服務関係 事務調査

25日 教育実習運営委員会

26日 紀要編集委員会

30 呉山会役員会

一
部一

一
学一

報
＝
奇一

：

！
 

一
経一

第17 7サ

52年

12月1 日 第1 3回 人事教授会

5 日 各種委員選考委員会

7 日 第14回 人 事教授会

第11回教務委員会

第11回教授会

14日 第1 5回 人事教授会
第12回教授会

17日 綬業終了

第12回教務委員会（持ち廻リ ）

19日 富山売薬業史史料集覆刻に伴う検討委員会

第1田和解案検討委員会

第3回学音II職業補導委員会

21日 第2国学部将来構想検討委員会

26日 第13回教務委員会（持ち廻り）

53年

1 月9 日 第3 回学部将来構想検討委員会

10日 授業開始

1 1日 第2回和解案検討委員会

12日 第2 回財務委員会

1 8日 第16図 人事教授会

第14回教 務 委員会

第13回教授会

23日 昭和52年度会計事務内 部 監査

26日 学内服 務関係 事務調交

第3回日本海 経 済 研究所運営委員会

第3回和解案検討委員会

｜理 学 部｜
52年

12月2日 学部 図書委員会

7 日 教授会

20日 教授会

人事教授会

21日 真率会役員会

53年

1 月11日 人事教授会
施設整備委員会

12日 学部図書委員会

理 学研究科創設準備委員会

19日 施設整備委員会

23日 服務関係 事務調査
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昭和52年12月 ・53年1 月号

25日 教授会

人事教授会

27日 会計事務内部監査

52年

12月 2日 薬学研究科委員会（持ち廻リ）

14日 教授会

薬学研究科委員会

1 5日 教務委員会

16日 人事教授会

学

21日 合同教官会議（於 富山医科薬科大学）

53年

1 月9 日 人事教授会

共通機器委員会

10日 予算委員会

1 1日 教授会

薬学研究科委員会

18日 合同教官会議

20日 薬学会打合せ会

24日 会計事務内部監査

27日 服務関係 事務調査

28日 薬学研究科委員会

｜工 学 部｜
52年

12月 5日 事務連絡会議

7 日 教務委員会

53年

工学部構内交通対策委員会
8 日 高岡消防署員の指導による秋の火災予防訓練

14日 教授会

工学研究科委員会

17日 授業終了

1 月11日 授業再開

18日 会計事務内部監査

21-27日 工学研究科二次募集願書受付

25日 専任教授会

工学研究科委員会

30日 服務関係 事務調査

｜教 養 部｜
52年

12月 7 日 教養部将来計画委員会
教授のみの教授会

14日 教授会

24日 冬季休業

53年
1 月13日 授業開始

18日 教授会

第177号

25日 教養部内地・在外研究員に関 する委員会

教養 部長候補者選挙 管 理 委員会

26日 会計事務内部民査

31日 服務関係 事務調査

｜和漢薬研究所｜
52年

12月 2日 薬学研究科委員会（持ち廻り）

12日 第1 5回教授会

14日 薬学研究科委員会

22日 人事教授会

27日 第16回教授会

53年

l月9 日 共通機器委員会

10日 第17回教授会

11日 薬学研究科委員会

18日 人事教授会
21日 和漢薬研究所セミナー

24日 第四回教授会
和漢薬シンポジウム打合せ

会計事務内部監査

27日 服務関係 事務調査
28日 薬学研究科委員会

｜附属図書館｜
52年

12月 2日 商議会

53年

19日 事務打合せ会
20日 商議会

1 月30日 会計事務内部監査
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昭和52年12月・53 年 1 月号

！経営短期大学部｜
52年

12月1 日 第15 回教授会

24 日 冬季休業

53 年

1 月9 日 第1 6回教授会

授業開始

24 日 第3 回入試委員会

26日 服 務関係 事務調査

28日 後 期授業終了
3 1日 会計 事務内 部 監査

学

- 12ー
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